
 

２０１９年度三六協定締結について 

  

 日本郵便（株）信越支社、かんぽ生命信越エリア本部は「２０１９年度三六協定締

結時間数等」について別紙の通り、信越地本に提示してきました。 

 

 標記の扱いは中央総合情報第 162 号（2019.2.27）の通り、周知されているものです。 

中央段階での議論のポイントとして、労基法改正をふまえた三六協定の締結にあた

り、事前に労使双方が確認すべき要点として、①上限規制が導入されることに伴う主

な変更点（留意点）、②三六協定の届け出に関する変更点、③罰則付き上限規制等の内

容、―等について、各社から遺漏のない説明を行うことを確認しました。 

その上で、上限規制を絶対に超えることがないように、④上限規制導入についての

理解・浸透を職場で徹底させるための取り組み、⑤単月、複数月の勤務時間管理につ

いての対応方法、―等についても合わせて確認し、意思疎通をはかることとしていま

す。 

他方、特に時間外労働が多い日本郵便については、上限規制を超えることのない職

場環境の構築に向けて、「時間外労働の縮減に向けた緊急要求」を整理しており、現在、

各地本・支部等により職場実態に則した時間外労働の縮減・平準化に向けた取り組み

を要請している状況下にあります。 

これらの経緯を受け地本・支社（信越エリア本部）間で意見交換を行ないました。 

日本郵便（株）信越支社に対し非番日労働および休日労働の運用について、管理者

に正確に理解させ、地本・支社間で整理した運用ルールを逸脱することがないよう強

く求めました。併せて、職場に時短を根付かせるためには、管理者の意識改革と慢性

的な要員課題の解決が必要であることから、それらの対応について強く求めたところ

です。 

支社からは管理者の理解と職場内への浸透を確実に行い、万が一運用ルールを逸脱

した場合は厳正に対処する。要員課題は今までも対応してきたところではあるが、改

めて認識し、要員不足解消に向けて対処するとの回答を得られたことから、整理をは

かりました。（詳細は添付支社資料を確認願います。） 

なお、ゆうちょ銀行ついては、窓口を開催し事前提案を受けていますが、文書発出

は労使とも明日（８日）に行うことで整理をはかりましたので、ご承知おき願います。 

 

【労使対応】 支部交渉 

支部交渉については、支部書記長に事前連絡を行い対応していただいています。ス
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ケジュールは以下の通りとしますので、支部労使間で対応をはかるよう要請します。 

また、中央総合情報第１６５号の通り、本部・本社間で「時間外労働の縮減に向け

た労使共同宣言」を確認したことから、この宣言について支部団交で確認することを

地本・支社間で整理しました。 

 

支部窓口交渉および三六協定締結…３月１１日（月）～２０日（水） 



【日本郵便】 

 期間 
郵便物流機能・総務部 窓口・金融渉外機能 

目安時間等 目安時間等 

一般条項 

１ヶ月 ４５時間（休日労働除く） ４５時間（休日労働除く） 

１年 ３６０時間（休日労働除く） ３６０時間（休日労働除く） 

非番日労働 ２日 ２日 

休日労働 ２日（１２月は３日） ２日 

その他 
２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

特別条項 

１ヶ月 ８０時間（休日労働含む・適用年６回まで） ８０時間（休日労働含む・適用年６回まで） 

１年 ４８０時間（休日労働除く） ４８０時間（休日労働除く） 

その他 
２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

※ 非番日・休日労働の日数については、１ヶ月で非番日労働２日、休日労働２日（３日）の締結であるが、前年度の範囲内で運

用する。 

  （例）４月に非番日２日、休日２日勤務した場合、５月はいずれも勤務できない。 

  



【かんぽ生命】 

 期間 
信越エリア本部 新潟支店・長岡支店・長野支店・松本支店 

目安時間等 目安時間等 

一般条項 

１ヶ月 ４５時間（休日労働除く） 
４０時間（休日労働除く） 

※４・9・12・3 月は４５時間 

１年 ３６０時間（休日労働除く） ３５０時間（休日労働除く） 

非番日労働 １日 １日 

休日労働 １日 １日 

特別条項 

１ヶ月 ６０時間（休日労働含む・適用年６回まで） ６０時間（休日労働含む・適用年６回まで） 

１年 ４８０時間（休日労働除く） ４８０時間（休日労働除く） 

その他 
２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

２ヶ月・３ヶ月・４ヶ月・５ヶ月・ 

６ヶ月の各平均８０時間以内（休日労働含む） 

 

 

 


